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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤バブルが投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音波画像を取得する超
音波診断装置において、
　前記被検体に対し超音波を送信し、当該被検体からのエコー信号を受信する超音波プロ
ーブと、
　前記超音波プローブを駆動するための駆動信号発生手段と、
　第１の超音波送信と第２の超音波送信とを切り替えて実行するように、前記駆動信号発
生手段を制御する制御手段と、を具備し、
　前記第１の超音波送信においては、一フレーム分の超音波送信が、前記造影剤バブルを
実質的に壊さない程度の音圧で所定断面に関する血流の環流画像を取得するための超音波
送信と、前記造影剤バブルを破壊する程度の音圧を有し前記所定断面に存在する前記造影
剤バブルのうちの少なくとも一部を消失させるための超音波送信と、から構成され、
　前記第２の超音波送信においては、一フレーム分の超音波送信が、前記所定断面内に存
在する前記造影剤バブルを破壊する程度の音圧で前記所定断面内に存在する前記造影剤バ
ブルを消失させるための超音波送信から構成されていること、
　を特徴とすることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記造影剤バブルを実質的に壊さない程度の音圧を有し所定断面に関
する血流の環流画像を取得するための超音波から一フレーム分の超音波が構成される第３
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の超音波送信と、前記第１の超音波送信と、前記第２の超音波送信と、を切り替えて実行
するように、前記駆動信号発生手段を制御する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記第１の超音波送信によって得られる第１の超音波画像と前記第３の超音波送信によ
って得られる第３の超音波画像との差分画像又は重畳画像を表示する表示手段をさらに具
備することを特徴とする請求項１又は２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第１の超音波画像と前記第３の超音波画像とを、それぞれ識別可能な識別子を付帯
させて記憶する記憶手段をさらに具備することを特徴とする請求項３に記載の超音波診断
装置。
【請求項５】
　前記第１の超音波送信の後に実行される前記第３の超音波送信によって得られる複数フ
レーム分のエコー信号を少なくとも用いて輝度値保持演算を逐次実行し、超音波画像を生
成する画像生成手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記画像生成手段は、前記第２の超音波送信が実行された場合には、前記輝度値保持演
算を初期化することを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記輝度値保持演算は、前記複数フレームにおいて空間的に対応する位置の前記エコー
信号のうち最大値を選択して前記画像を生成する最大値保持演算であることを特徴とする
請求項５又は６に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記第１の超音波送信が行われる場合に、前記造影剤バブルを破壊する程度の音圧を有
し前記所定断面に存在する前記造影剤バブルのうちの少なくとも一部を消失させるための
超音波が照射される領域を、前記第１の超音波送信によって得られる第１の超音波画像中
に表示する表示手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載
の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記輝度値保持演算は、隣接するフレーム間において空間的に対応する位置の前記エコ
ー信号所定の重み付け係数を用いた加算処理により、逐次更新することで、前記画像を生
成する演算であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波造影剤を用いて行う造影エコー法において、毛細血管レベルの微小血
流環流と毛細血管より比較的速い血管血流の微細構造を、診断情報として提示することが
可能な超音波診断装置、画像処理装置及び超音波画像撮影方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査が行え
るほか、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて小さく、ベッド
サイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便である。
【０００３】
　また、超音波診断装置は、それが具備する機能の種類によって様々に異なるが、小型な
ものは片手で持ち運べる程度のものが開発されており、超音波診断はＸ線などのように被
曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても使用することができる。
【０００４】
　近年、静脈投与型の超音波造影剤が製品化され、造影エコー法が行われるようになって
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きている。この手法は、例えば、心臓および肝臓などの検査で静脈から超音波造影剤を注
入して血流信号を増強し、血流動態の評価を行うことを目的としている。造影剤の多くは
微小気泡（マイクロバブル）が反射源として機能するものである。気泡というデリケート
な基材の性質上、通常の診断レベルの超音波照射であっても、その機械的作用によって気
泡は壊れ、結果的にスキャン面からの信号強度は低下してしまう。従って、環流の動的な
様子をリアルタイムに観察するためには、低音圧の超音波送信によって画像化する等、ス
キャンによる気泡の崩壊を比較的低減させることが必要となってくる。この様な低音圧の
超音波送信による画像化は信号／ノイズ比(Ｓ／Ｎ比)も低下してしまうため、それを補う
ための種々の信号処理法も考案されている。
【０００５】
　また、上記のように造影剤気泡が崩壊するという特徴を生かし、以下のような手法が考
案されている。すなわち、（ａ）低音圧照射下でスキャン断面に充満していく気泡の動態
を観察し、（ｂ）照射音圧を高音圧に切り替えて、断面内（厳密には照射体積内）の気泡
を崩壊させ、（ｃ）再び断面内に流入していく気泡の様子を観察する、という手法である
。この手法はreplenishment（再環流）法と呼ばれている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　ところで、一般的に、生体臓器内に構築される血管は、比較的太いものであればその構
造の把握は容易であるが、造影エコーによってより細かい分枝まで描出された場合には、
血管は複雑に絡み合う像が描出される。現在の造影剤は侵襲性の低い静脈投与型であるた
め、全身をめぐるものとなる。このため、超音波診断においては、カテーテルを用いたX
線における血管の選択的造影のような画像は得られないと考えられている。
【０００７】
　しかしながら、上述したバブルの性質を利用すれば、選択的にバブルを消失させること
は可能であると考えられる。また、このような手法を確立し、超音波画像診断においてX
線造影のような診断画像を提供可能とすることは、臨床的に大変有意義であると言える。
【特許文献１】特開平１１－１５５８５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、微細な血管分枝レベルの診断情報を、選
択的に描出することができる超音波診断装置、画像処理装置及び超音波画像撮影方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、造影剤バブルが投与された被検体の所定部位を超音波で走査
し超音波画像を取得する超音波診断装置において、前記被検体に対し超音波を送信し、当
該被検体からのエコー信号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブを駆動する
ための駆動信号発生手段と、第１の超音波送信と第２の超音波送信とを切り替えて実行す
るように、前記駆動信号発生手段を制御する制御手段と、を具備し、前記第１の超音波送
信においては、一フレーム分の超音波送信が、前記造影剤バブルを実質的に壊さない程度
の音圧で所定断面に関する血流の環流画像を取得するための超音波送信と、前記造影剤バ
ブルを破壊する程度の音圧を有し前記所定断面に存在する前記造影剤バブルのうちの少な
くとも一部を消失させるための超音波送信と、から構成され、前記第２の超音波送信にお
いては、一フレーム分の超音波送信が、前記所定断面内に存在する前記造影剤バブルを破
壊する程度の音圧で前記所定断面内に存在する前記造影剤バブルを消失させるための超音
波送信から構成されていること、を特徴とすることを特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００１１】
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　以上本発明によれば、微細な血管分枝レベルの診断情報を、選択的に描出することがで
きる超音波診断装置、画像処理装置及び超音波画像撮影方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の第１及び第２の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明に
おいて、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明
は必要な場合にのみ行う。
【００１３】
（第１実施形態）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図である。同図
に示すように、本超音波診断装置１０は、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニター
１４、送受信ユニット２１、Ｂモード処理ユニット２２、ドプラ処理ユニット２３、画像
生成回路２４、制御プロセッサ２５、内部記憶装置２６、画像メモリ２７、インタフェー
ス部２９、画像メモリ３０ａ及びソフトウェア格納部３０ｂを有する記憶部３０を具備し
ている。装置本体１１に内蔵される超音波送受信ユニット２１等は、集積回路などのハー
ドウェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的にモジュール化されたソフトウェア
プログラムである場合もある。以下、個々の構成要素の機能について説明する。
【００１４】
　超音波プローブ１２は、超音波送受信ユニット２１からの駆動信号に基づき超音波を発
生し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設
けられる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を
有している。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超
音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として
超音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった反射
することになった不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信され
た超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ド
プラ効果により移動体の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１５】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむためのト
ラックボール１３ａ、各種スイッチ１３ｂ、ボタン１３ｃ、マウス１３ｄ、キーボード１
３ｅ等を有している。
【００１６】
　モニター１４は、画像生成回路２４からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的情
報や、血流情報を画像として表示する。
【００１７】
　送受信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有
している。パルサ回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送
信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チ
ャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が
、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミン
グで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００１８】
　なお、送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２５の指示に従って後述するスキャンシ
ーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有し
ている。特に送信駆動電圧の変更については、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアン
プ型の発信回路、又は複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００１９】
　また、送受信ユニット２１は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を
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有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号をチャンネ
ル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定する
のに必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エ
コー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性
とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２０】
　Ｂモード処理ユニット２２は、送受信ユニット２１からエコー信号を受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する
。このデータは、画像生成回路２４に送信され、反射波の強度を輝度にて表したＢモード
画像としてモニター１４に表示される。
【００２１】
　ドプラ処理ユニット２３は、送受信ユニット２１から受け取ったエコー信号から速度情
報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度
、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は画像生成回路２
４に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像としてモニ
ター１４にカラー表示される。
【００２２】
　画像生成回路２４は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表される一般
的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超音波診断画像を生
成する。画像生成回路２４は、画像データを格納する記憶メモリを搭載しており、例えば
診断の後に操作者が検査中に記録された画像を呼び出すことが可能となっている。なお、
当該画像生成回路２４に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれることがある。
【００２３】
　画像生成回路２４の詳細を図２に示す。まず、信号処理回路２４ａは超音波スキャンの
走査線信号列のレベルで画質を決定するようなフィルタリングを行う。信号処理回路２４
ａの出力はスキャンコンバータ２４ｂに送られると同時に、画像メモリ３０ａに保存され
る。スキャンコンバータ２４ｂは、超音波スキャンの走査線信号列から、テレビなどに代
表される一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換する。この出力は画像処理回
路２４ｃへ送られ、ここでは、輝度やコントラストの調整や、空間フィルタなどの画像処
理、もしくは種々の設定パラメータの文字情報や目盛などと共に合成され、ビデオ信号と
してモニター１４に出力する。かくして被検体組織形状を表す断層像が表示される。
【００２４】
　制御プロセッサ（ＣＰＵ）２５は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超
音波診断装置本体の動作を制御する制御手段である。制御プロセッサ２５は、内部記憶装
置２６から後述する超音波送受信・画像生成・表示等を実行するための制御プログラムを
読み出してソフトウェア格納部３０ｂ上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実行
する。
【００２５】
　内部記憶装置２６は、後述のスキャンシーケンス、画像生成、表示処理を実行するため
の制御プログラムや、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条
件、その他のデータ群を格納してい。特に、内部記憶装置２６は、後述する超音波送受信
を行うためのスキャンシーケンス、差分画像生成処理、輝度値保持演算処理、重畳表示、
第３の送信対象領域表示等を実行するための制御プログラムを保管している。また、必要
に応じて、画像メモリ３０ａ中の画像の保管などにも使用される。内部記憶装置２６のデ
ータは、インタフェース回路３０を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となって
いる。
【００２６】
　インタフェース部２９は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置（図示せ
ず）に関するインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデータや
解析結果等は、インタフェース部２９よって、ネットワークを介して他の装置に転送可能
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である。
【００２７】
　画像メモリ３０ａは、信号処理回路２４ａから受信した画像データを格納する記憶メモ
リから成る。この画像データは、例えば診断の後に操作者が呼び出すことが可能となって
おり、静止画的に、あるいは複数枚を使って動画的に再生することが可能でなる。また、
画像メモリ３０ａは、超音波送受信ユニット２１直後の出力信号（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ(ＲＦ)信号と呼ばれる）、送受信ユニット２１通過後の画像輝度信号、その他
の生データ、ネットワークを介して取得した画像データ等を必要に応じて記憶する。
【００２８】
　（各超音波送信の特性）
　本超音波診断装置１０は、制御プロセッサ２５の制御のもと、第１の送信、第２の送信
、第３の送信といった三種の超音波送信を実行する。以下、個々の超音波送信の性質につ
いて説明する。
【００２９】
　第２の送信は、造影剤を利用したコントラストエコーにおいて、走査面内の造影剤バブ
ルを崩壊させる程度の高音圧を有する超音波の送信である。第３の送信は、走査面内のバ
ブルをなるべく崩壊させないで診断画像を取得できる程度の低音圧を有する超音波の送信
である。第１の送信は、走査面内の少なくとも一部においてバブルの崩壊を目的として行
われる送信であり、例えば走査面内のバブルをなるべく崩壊させないで診断画像を取得で
きる程度の低音圧を有する超音波と、走査面内の造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧
を有する超音波と、から一フレーム分の超音波を構成する送信である。第１の送信におい
て、造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧を有する超音波の照射対象となる領域は、円
形などの領域であっても良いし、一走査線といった領域でもよい。
【００３０】
　上記第１の送信が実行される領域は、所定の形態にてモニター１４に表示される。図３
（ａ）乃至図３（ｃ）は、第１の送信での高音圧超音波の照射対象となる領域（第１の送
信での高圧超音波照射領域）、及びその領域の表示例を示した図である。図３（ａ）は、
照射方向をラインで、収束超音波音場の最高音圧の領域を円で示している。図３（ｂ）は
、従来のパルスドプラのごとく、照射方向と、最高音圧の領域を、共にラインで表示して
いる。
【００３１】
　ところで超音波パルスは、限られた大きさのプローブ振動子面から照射されるため、厳
密には、非常に小さい領域にのみ高音圧を与えることは困難である。そこで、実際的には
簡単に、図３（ｃ）のごとく、高音圧照射を行う走査線をラインで示すのみ、という方法
もある。
【００３２】
　（スキャンシーケンス）
　次に、本超音波診断装置１０が実行する基本的なスキャンシーケンスについて説明する
。なお、本シーケンスに従う撮影に使用するのに好適な造影剤は、低音圧の超音波を送信
しても破壊されずにハーモニック信号を放出し、長時間の映像化が可能な所謂「次世代造
影剤」と呼ばれるものである。また持続注入ポンプなどを使用して、造影剤を微量かつ一
定量に投与すれば、体内の造影剤濃度を比較的長時間一定に保つことができ、本実施形態
に係る手法に好適である。
【００３３】
　図４は、本スキャンシーケンスに従って本超音波診断装置１０が実行する各処理の流れ
を示したフローチャートである。
【００３４】
　まず、操作者によって本診断シーケンスの実行に必要なパラメータ設定が実行され、シ
ーケンスが開始される（ステップＳ１）。本診断シーケンスに必要なパラメータとは、例
えば、第１の送信での高圧超音波照射領域、第１の送信の送信時間（第１の送信時間）、
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第２の送信の送信時間（第２の送信時間）、第３の送信の送信時間（第３の送信時間）等
である。ここでは、第１の送信時間を５秒、第２の送信時間を０．５秒、第３の送信時間
を５秒第１の送信での高圧超音波照射領域を所定の血管の基幹部に設定するものとする。
【００３５】
　なお、第１の送信での高圧超音波照射領域を設定する際には、既に造影剤による血管描
出は既に実行されている。従って、図５（ａ）に示すように、描出された血管画像上のひ
とつの血管に着目し、所定の入力装置にて当該画像上の血管の基幹部に照射領域を設定す
ることが可能である。
【００３６】
　次に、造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧超音波による第１の送信に切り替わり（
ステップＳ２）、ステップＳ１において設定された送信時間に従って、第２の送信が０．
５秒間実行される（ステップＳ３）。
【００３７】
　次に、０．５秒間の第２の送信を実行後、第１の送信に切り替わる（ステップＳ４）。
なお、当該第２の送信により、走査面内の造影剤バブルはほとんど破壊されることになる
。従って、この送信の切替直後においては、図５（ｂ）に示すごとく、造影剤バブルの流
入はほとんど見られず、造影剤バブルが一掃され血管等が染影されていない画像がモニタ
ー１４に表示されることになる。
【００３８】
　次に、第１の送信が５秒間（操作者によるステップＳ１における設定値）実行され、こ
れによって得られる診断画像がリアルタイム表示される（ステップＳ５）。この段階では
、第１の送信における高圧超音波が収束する領域（第１の送信での高圧超音波照射領域）
では造影剤バブルの供給が停止する。従って、表示される診断画像は、図５（ｃ）のごと
く、第１の送信での高圧超音波照射領域外に存在する血流情報が描出されたものとなる。
【００３９】
　次に、バブルをなるべく崩壊させないで診断画像を取得できる程度の低音圧超音波によ
る第３の送信のみに切り替わり（ステップＳ６）、当該第３の送信が５秒間（操作者によ
るステップＳ１における設定値）実行され、これによって得られる診断画像がリアルタイ
ム表示される（ステップＳ７）。この段階の診断画像は、図５（ｄ）に示すように、断層
面全域にわたり血流情報が描出されたものとなる。
【００４０】
　なお、ステップＳ５、Ｓ７の時間間隔は、事前に設定することなく、操作者が切り替え
ボタンを入力することで、任意のタイミングで切り替わることも可能である。
【００４１】
　次に、操作者は、必要に応じて所定の操作等を行うことで、ステップＳ２（分岐Ｂ１）
若しくはステップＳ４（分岐Ｂ２）からの処理を繰り返すことで、一連のシーケンスを終
了する。
【００４２】
　以上述べたシーケンスでは、ステップＳ７において、それ以前にバブル供給が停止され
ていた血管からの信号が増大することになる。従って、図５（ｃ）から（ｄ）に至る動画
像により、この信号の増大による血管の描出を選択的に観察することができ、注目する血
管からの血流が、どのような血行動態を呈してしいのかを容易に知ることが可能である。
【００４３】
　また、必要に応じて第１の送信を繰り返すことで、画像中の注目する血管のみを選択的
に消去することができ、その後第３の送信に切り替えることで、再び注目する血管に関す
る血行動態を任意のタイミングで確認することができる。
【００４４】
　さらに、必要に応じて第２の送信を行うことで、画像内に存在する血管像を任意のタイ
ミングで消去することができ、その後第１の送信、又は第３の送信に切り替えることで、
所望の血管に関する血行動態を任意のタイミングで確認することができる。
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【００４５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、所定の画像処理
を行うことで、注目する血管に関する画像のみを取り出すものである。
【００４６】
　図６は、本実施形態に係るスキャンシーケンスに従って本超音波診断装置１０が実行す
る各処理の流れを示したフローチャートである。
【００４７】
　まず、図６に示すように、操作者によって本診断シーケンスの実行に必要なパラメータ
設定が実行され、シーケンスが開始される（ステップＳ１１）。本診断シーケンスに必要
なパラメータは、例えば、、第１の送信時間、第１の送信での高圧超音波照射領域、第３
の送信時間等である。ここでは、第３の送信時間を５秒、第１の送信時間を５秒、第１の
送信での高圧超音波照射領域を図６（ａ）に示すように所定の血管の基幹部に設定するも
のとする。
【００４８】
　次に、第３の送信が５秒間（操作者によるステップＳ１１における設定値）実行され、
これによって得られる診断画像がリアルタイム表示される（ステップＳ１２）。
【００４９】
　次に、第１の送信に切り替わり（ステップＳ１３）５秒間（操作者によるステップＳ１
における設定値）の超音波照射が実行され、これによって得られる診断画像がリアルタイ
ム表示される（ステップＳ１４）。この段階での診断画像は、第１の送信での高圧超音波
照射領域では造影剤バブルの供給が停止する。従って、表示される診断画像は、図６（ｂ
）のごとく、当該照射領域以外に存在する血流情報が描出されたものとなる。
【００５０】
　なお、ステップＳ１４の処理が終了した段階で、操作者は、必要に応じて分岐Ｂ１１の
ようにステップＳ１１に戻り、再び第３の送信の画像を取得することができる。
【００５１】
　以上の様に第３の送信による診断画像、および第１の送信による診断画像が取得される
と、操作者は例えば「スキャンフリーズボタン」などを入力して走査を停止する（ステッ
プＳ１５）。
【００５２】
　なお、このとき、画像メモリ３０ａに記録されている画像が、第３の送信による画像か
、もしくは第１の送信による画像かの識別コードが、画像のヘッダ情報などに記されてい
る。これによって、例えば図８（ａ）に示す模式図のように通常は時系列的に記録されて
いる画像群に対して、表示部では図８（ｂ）のごとく、２分割表示形態をとり、例えば第
３の送信による画像群Ｇ１を画面左側に、第１の送信による画像群Ｇ２を画面右側に、選
択的に表示することが可能となる。
【００５３】
　次に、上記の表示形態などを利用して、G1, G2の画像群からそれぞれ適当な画像が選択
されると、画像G1のピクセル輝度値から、空間的に対応する画像G2の輝度値が差分され、
差分画像が生成される（ステップＳ１６）。
【００５４】
　すなわち図７(ａ)に示した画像を構成する各ピクセルの輝度値から、図７（ｂ）に示し
た画像を構成する各ピクセルの輝度値が差分され、図７（ｃ）に示した注目する血管に関
する血行動態が描出された差分画像が生成される。得られた差分画像は、モニター１４に
表示される（ステップＳ１７）。
【００５５】
　なお、図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）（それぞれ図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に対応する
。）に、本実施形態に係るスキャンシーケンスに従って本超音波診断装置１０が取得した
超音波画像の写真を示す。
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【００５６】
　以上述べたシーケンスでは、第１の送信での高圧超音波照射領域を所望の位置に設定す
ることで、当該領域に存在する血管に関する血行動態のみを抽出することができる。また
、必要に応じて、第１の送信での高圧超音波照射領域以外に存在する血管等も抽出するこ
とができる。従って、観察者は、診断対象となる血管以外の情報を消去して観察すること
ができ、注目する血管からの血流が、どのような血行動態を呈してしいのかを容易に知る
ことが可能である。
【００５７】
　なお、上記の演算は一例として輝度の差分演算を取り上げたが、画像G1とG2の差を明示
する手法であれば、差分に限定されない手法を採用できる。例えば、画像G1のグレースケ
ール輝度値をRGB値で表すと (RGB)=(g1, g1, g1) と表現できる（ただしg1は 任意の値）
。ここでこの画像G1を(RGB)=(g1, g1, 0) と色変更すると、グレースケールは黄色を基調
とした輝度表示となる。同様にG1の初期輝度値(RGB)=(g2,g2,g2)に対し、(RGB) = (0, 0,
 g2)と色調変更すると、赤を基調とした輝度表示となる。その後、画像G1とG2は加算処理
を行えば、 (RGB) = (g1, g1, g2) となり、G1による画像とG2による画像は色調により識
別可能である。
【００５８】
　（第３の実施形態）
　前述のように、本発明の目的の一つは、ある比較的大きな血管が支配する領域の選択的
映像化である。したがって、提示される超音波診断画像は、例えば図７（ｃ）に示したよ
うに、血管の上流から下流へ、血流経路が連続的につながって描出されることが望ましい
。
【００５９】
　このことを実現するために、本実施形態では、第１又は第２の実施形態に係る手法によ
って得られる画像データを使用して、輝度保持演算を実行する。この手法を説明する前に
、技術的背景について説明する。
【００６０】
　次世代型造影剤を使用する場合、微細な血管分枝に造影剤気泡が流入していく情報を取
得できる時間は、発明者の検討によれば、再環流開始より１秒から２秒程度である。これ
以後になると、解像できない毛細血管レベルの信号が支配的となる。しかしながら、この
再環流開始より１秒から２秒の間に従来の超音波画像を表示するだけでは、良好な微細血
管分枝を描出することができない。この理由を、図１０乃至図１３に従って説明する。
【００６１】
　図１０は、豊富な造影剤が流入する血管を表した画像の模式図を示している。この様に
豊富な造影剤が流入するのは、比較的太い血管であり、この様な血管の構造であれば、図
１０の様な画像だけで連続的な血流経路を把握することができる。すなわち、比較的太い
血管については従来の手法により、連続的な血流経路を把握することができる。しかしな
がら、造影剤の流れが少ない微細血管については、次のような不具合が発生する。
【００６２】
　図１１は、従来の手法にて、造影剤の流れが少ない微細血管を描出した複数の画像の模
式図を示している。図１１に示すように、造影剤の流れが少ない微細血管の場合、ある瞬
間の１枚の画像だけでは気泡がまばらに存在するだけであり、血管構造は把握できない。
また時間的に連続した診断画像を眺めても、連続的な流れは観察できない場合が多い。
【００６３】
　また、図１２は従来の手法にて、微小血流までを描出した血流画像の模式図を示してい
る。図１２の様な画像は、前述のように、空間的解像度の限界で、血管分枝の描出にはな
らず、「領域」としての輝度上昇が確認されるのみとなり、微細な血管分枝を識別できな
い。
【００６４】
　本装置が実施する輝度保持演算は、これらの問題を解決するものであり、図１３に象徴
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的に示すような、構造物（ここでは血管走行）の情報を好適に呈する画像を診断情報の一
つとして提供することを可能にするものである。
【００６５】
　（輝度保持演算処理）　
　本超音波診断装置１０が有する輝度保持演算処理について説明する。この処理によって
抽出される診断情報は、本スキャンシーケンスによって得られる血流画像（毛細血管レベ
ルを含む）を含むものであり、特に再環流画像の描出等において実益がある。
【００６６】
　輝度保持演算は、大きく最大値保持処理によるものと、重み付け更新処理にとるものと
に分類できる。最初に、同一期間ＴＬに含まれるフレームＦ１からＦｎまでのｎ枚の再環
流画像に対して実行する最大値保持処理について説明する。
【００６７】
　フレームＦ１からＦｎまでの画像に対する最大値保持処理とは、Ｆ１からＦｎまでの各
フレームにおいて、空間的に対応する輝度値のうち最大値Ｐｍａｘ（ｘ，ｙ）を選択して
新たな画像を生成する演算である。
【００６８】
　すなわち、あるフレームＦｉ（ｉは１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の再環流画像は、空間的
に配置された輝度値Ｐｉ（ｘ，ｙ）の集合、あるいは単に一次元の輝度値の配列データＰ

ｉ（ｘ）の集合からなる。Ｐｉ（ｘ，ｙ）又はＰｉ（ｘ）の値は「輝度」の変わりに「信
号強度」、「信号振幅」、「ＲＦデータ等の生データ値」などであってもよいが、ここで
は輝度値を採用するものとする。これらの各データ値は、一般的に数値が大きい方が、エ
コー信号レベルが高いことを意味するものである。この様な各データ値を利用して、フレ
ームＦ１からＦｎに渡って空間的に対応する各フレームにおける各画素のうち、輝度値の
うちの最大値を選択して新たな画像を生成する演算を行う。この演算は、次の式（１）に
よって表すことができる。
【００６９】
　Ｐｍａｘ（ｘ，ｙ）＝ｍａｘ［Ｐ１（ｘ，ｙ），・・・，Ｐｎ（ｘ，ｙ）］　（１）
　この最大値保持処理を再環流画像に利用する場合には、同じ低音圧期間ＴＬに属する新
たなフレームが収集される度に、式（１）の処理を実行し、得られた画像を再環流画像と
して表示すればよい。こうして得られる画像は、操作者（観察者）側からすれば、時間の
経過と共に毛細血管が順次造影される様子として映し出されるように見える。
【００７０】
　なお、最大値保持処理を実現するためのアルゴリズムは、上記内容に限定されない。例
えば、次に述べるアルゴリズムによっても、同様の結果を得ることができる。
【００７１】
　すなわち、現行断層画像フレームＦｉの各座標のピクセル輝度をＰｉ（ｘ，ｙ）、一つ
前の画像フレームピクセル輝度をＰｉ－１（ｘ，ｙ）とし、相対的な２フレームについて
、以下の式によって表される画像演算処理をｉ＝２～ｎまで逐次実行する。
【００７２】
Ｉｆ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＞Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
ｔｈｅｎ　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）　　　　
Ｅｌｓｅ　　　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
　当該アルゴリズムは、前段のフレームに関わる画像と比較して大きな輝度値を有する画
素のみ、その値を更新するというものである。こうして得られる再環流画像等によっても
、操作者は、時間の経過と共に毛細血管が順次造影される様子を観察することができる。
【００７３】
　次に、重み付け更新処理について説明する。フレームＦ１からＦｎまでの画像に対する
重み付け更新処理とは、同一期間ＴＬに含まれるフレームＦ１からＦｎまでのｎ枚の再環
流画像に対して重み付け更新処理を施すことによっても生成するものであり、次の式で表
される演算である。
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【００７４】
Ｉｆ　　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＞Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
ｔｈｅｎ　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝Ａ＊Ｐｉ（ｘ，ｙ）＋（１－Ａ）＊Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
Ｅｌｓｅ　Ｐｉ（ｘ，ｙ）＝（Ａ－１）＊Ｐｉ（ｘ，ｙ）＋Ａ＊Ｐｉ－１（ｘ，ｙ）
　上記Ａの値を１以下で１に近い値（例えば、０．９９）などに設定すると、短時間（今
の場合、前段フレームとの間）においては最大値保持が行われ、長時間においては前記保
持された輝度は減衰するという作用が期待できる。このような手法によって得られる再環
流画像等によっても、操作者は、時間の経過と共に毛細血管が順次造影される様子を観察
することができる。
【００７５】
　以上述べた構成によれば、第１の実施形態によって取得される選択的な血管表示画像デ
ータ、及び第２の実施形態によって取得される差分画像データについて輝度保持演算を施
すことにより、各画像の微細血管を高分解能にて描出することができ、詳細な血管構造を
容易かつ迅速に把握することができる。
【００７６】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図である
。
【図２】図２は、画像生成回路２４の構成を示した図である。
【図３】図３（ａ）乃至図３（ｃ）は、第３の送信の対象となる領域、及びその領域の表
示例を示した図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るスキャンシーケンスに従って本超音波診断装置１
０が実行する各処理の流れを示したフローチャートである。
【図５】図５（ａ）乃至図５（ｄ）は、第１の実施形態に係るスキャンシーケンスに従う
超音波送受信によって得られる画像を模式的に示した図である。
【図６】図６は、第２の実施形態に係るスキャンシーケンスに従って本超音波診断装置１
０が実行する各処理の流れを示したフローチャートである。
【図７】図７（ａ）乃至図７（ｃ）は、第２の実施形態に係るスキャンシーケンスに従う
超音波送受信によって得られる画像を模式的に示した図である。
【図８】図８（ａ）は、画像メモリ内に時系列的に記録されている画像を概念的に示した
図である。図８（ｂ）は、画像メモリ内に時系列的に記録されている画像に基づいて、２
分割表示された超音波画像を示した図である。
【図９】図９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、第２の実施形態に係るスキャンシーケンスに従
って本超音波診断装置が取得した超音波画像の写真である。
【図１０】図１０は、豊富な造影剤が流入する血管を表した画像の模式図を示している。
【図１１】図１１は、従来の手法にて、造影剤の流れが少ない微細血管を描出した複数の
画像の模式図を示している。
【図１２】図１２は、従来の手法にて、微小血流までを描出した血流画像の模式図を示し
ている。
【図１３】図１３は、第３の実施形態に係る手法にて得られる血流画像の模式図を示して
いる。
【符号の説明】
【００７８】
１０…超音波診断装置、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…モニター、２１
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…送受信ユニット、２２…Ｂモード処理ユニット、２３…ドプラ処理ユニット、２４…画
像生成回路、２４ａ…信号処理回路、２４ｂ…スキャンコンバータ、２４ｃ…画像処理回
路、２５…画像生成回路、２６…画像メモリ、２７…制御プロセッサ、２８…ソフトウェ
ア格納部、２９…内部記憶装置、３０…インタフェース部

【図１】 【図２】
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